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答 申 書 

 

平成１９年８月３１日付け諮問第１１８８号をもって諮問された事案につい

て、審議の結果、下記のとおり答申する。 

 

 

記 

 

 尾道ケーブルテレビ株式会社の再送信同意裁定申請については、別紙のとおり

裁定することが適当である。 

 

以上 

 



別紙 

主   文 

 

テレビせとうち株式会社は、以下に定めるところにより、同社のテレビジョ

ン放送を尾道ケーブルテレビ株式会社が再送信することに同意しなければなら

ない。 

 

１ 再送信することができるテレビジョン放送 

テレビせとうち株式会社岡山標準テレビジョン放送局の放送（デジタル放

送を除く。） 

   

２ 再送信の業務を行うことができる区域 

  広島県尾道市の一部（別紙のとおり） 

  

３ 再送信の実施の方法 

  上記１のテレビジョン放送のすべての放送番組に変更を加えないで同時に

再送信するとともに、再送信に利用するチャンネルは一定のチャンネルとし、

空き時間であっても他の用途に使用しないこと。 
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 別 紙 

尾道市 久保１丁目から３丁目まで、十四日元町、土堂１丁目から２丁目まで、東土堂町、 

西土堂町、東御所町、西御所町、新浜１丁目から２丁目まで、古浜町、正徳町、 

吉和西元町、沖側町、東元町、三軒家町、天満町、栗原東１丁目から２丁目まで、

栗原西１丁目から２丁目まで、東則末町、西則末町、尾崎本町、東久保町、西久 

保町、防地町、長江１丁目から３丁目まで、新高山１丁目から２丁目まで、東尾 

道、向東町の全域 

神田町、手崎町、吉浦町、日比崎町、潮見町、桜町、門田町、山波町、栗原町、美

ノ郷町三成、高須町、久保町、新高山３丁目、久山田町、原田町、木ノ庄町、向島

町の各一部 
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理 由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成４年１１月１０日郵政大臣から有線テレビジョン放送施設の

設置許可を得て、広島県尾道市の一部において有線テレビジョン放送を行って

いる者である。申請者は、岡山県岡山市所在の放送事業者であるテレビせとう

ち株式会社（以下「ＴＳＣ」という。）の同意を得て、平成７年４月に同社の放

送の再送信を開始した。申請者は、平成８年３月３１日まで再送信同意書を得

ていたところ、その後、同意に関する協議を求めたが、協議が調わなかったと

して、平成１９年５月３０日付けで本件申請を行った。 

 申請の概要は次のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

 主文の１のとおり 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

 主文の２のとおり 

ウ 再送信の実施の方法 

     同時再送信による放送 

エ 希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

申請者は、平成５年１２月、尾道市を業務エリアとして開局した。申請者は、

平成７年７月よりＴＳＣの同意を得て同社の放送の同時再送信を開始した。申

請者は、平成１０年にＴＳＣの再送信同意期間が平成８年３月末で満了してい

るのに気づいて電話で更新の確認をしたところ「ポケモン騒動があったため、

今後再送信同意はしない」、「再送信同意はしないが、放送を止めろとは言わな

い」と言われ、再送信同意書が得られず経過した。その後、申請者は、平成１

８年１２月から平成１９年５月まで再送信同意に向けＴＳＣと協議を重ねたが

進展しなかったため、今回、裁定申請に及んだ。 

なお、ＴＳＣと申請者の意見の対立点は次のとおり。 

 

対立点 ＴＳＣの主張 申請者の主張 

①放送事業者の免許

制度について 

・放送局は県（圏）域免許で

あるため県（圏）域外には同

・以前許可頂いたときも県域免許で

あった。現状も同様ではないか。 
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意出来ない。 

②著作権について ・自局の放送エリア（県内）に

ついてのみ著作権の処理を

行っている。エリア外につい

ては未処理のため、問題が

発生する可能性がある。 

・ＪＡＳＲＡＣをはじめとする権利５団

体とは、契約しており、それに基づき

処理を行っている。その他、必要が

あれば有線テレビジョン放送事業者

で処理するよう同意書に明記してあ

る。 

③緊急放送等の地域

性について 

・視聴者が自分の居住する

エリア外の放送を視聴してい

て、自分の居住するエリアの

緊急放送、災害放送等を見

逃したら、対応が遅れる可能

性がある。 

・現在の地震情報等の告知放送に

ついても隣接県以外についても全国

的に放送されている。 

同様に視聴者の生命、財産等に

危険が及ぶような緊急告知放送は、

当然隣接県でも放送されると思われ

る。最終的には視聴者が判断するこ

とである。 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＴＳＣが、有線テレビジョン放送法（以下「法」という。）第１３条第４項に

基づき提出した意見書の概要は、次のとおりである。 

 

（１）法第１３条第２項本文の同意をしない理由 

ア 今回再送信の同意をしない理由は、申請者がＴＳＣに免許を与えられ

た放送区域外での再送信を希望しているためであり、区域外再送信につ

いてはＴＳＣの放送責任が負えないためである。 

地域免許制度は、現在の地上放送制度の根幹をなすものと考える。地

上放送事業者は免許を与えられた地域での放送を前提に報道、番組制作、

ＣＭ放送などの放送サービスを実施しており、地域免許制度のもと、地

上放送事業者は報道機関として様々な責任を負っている。いわゆる国民

保護法において、ＴＳＣは指定地方公共機関として放送エリアである岡

山県、香川県において指定されており、区域外の県については指定され

ていない。政見放送においても、その放送は放送区域内の選挙区でのみ

放送されるべきものであり、国政選挙等において、区域外での放送が行

われることは結果として区域外において公職選挙法で定められた政党の

政見放送が回数を超えて放送されることにもつながるのではないかと考

える。また、災害報道の面においてもＴＳＣは放送区域内の地方自治体

との連携を深め、その報道に努めているが、区域外の放送についてはそ
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の範囲外であり対応はできない。ＴＳＣは社会的使命として、より地域

に密着した放送サービスの実現に努めており、区域外での再送信の放送

は地域密着というＴＳＣの放送目的とは違うものである。 

 

イ 有線テレビジョン放送事業者は区域外再送信を求める理由として、そ

れぞれの事業者が①視聴者からの強い要望、②情報格差の是正を挙げて

いるが、何をもって情報格差といっているのか。 

現在、広島県には民間放送事業者が４局ある。５局ある県に比べ情報

格差があり、視聴者からの要望も強いと言っているが、テレビ東京系列

の放送番組で視聴要望が強いと思われるゴールデンタイムの番組は、広

島県で週２１本中１５本（７１％）がテレビ東京から番組購入され、地

元民間放送事業者により放送されている。また、それ以外にも衛星放送

のＢＳジャパンによって多くのテレビ東京系列の番組が放送されており、

広島県の視聴者は大半の番組を無料で視聴できる環境にある。有線テレ

ビジョン放送事業者の再送信なしでは視聴者の要望に応えられないとの

主張は事実に反することになる。 

逆に、当該地区で区域外再送信が広く認められた場合、地元民間放送

事業者はテレビ東京から番組購入をとりやめる可能性もあり、その場合、

有料の有線テレビジョン放送に加入していない多くの視聴者はその視聴

機会を奪われることになってしまう。 

 

ウ 現在、区域外再送信の著作権処理については有線テレビジョン放送事

業者の団体と著作権利者５団体との間で取り決めがされているが、放送

に関する著作権の処理についてはこの５団体で全てが包括できるわけで

はない。スポーツ中継の権利においては、区域外の再送信について有線

テレビジョン放送事業者が権利処理を行っていないのが実情である。ま

た、ＴＳＣで購入した映画の放送権についても同様に、区域外の放送に

ついては放送権を取得しておらず、有線テレビジョン放送事業者側が権

利処理を行った事実は確認できていない。このように一部の著作権の処

理が曖昧なまま再送信に同意することは、ＴＳＣとしてはできないと考

えている。区域外の有線テレビジョン放送事業者に再送信の同意を与え

た結果、ＴＳＣがこうした番組の著作権者から著作権料の支払いを求め

られる可能性がある。 

なお、有線テレビジョン放送法上の判断によって区域外再送信の大臣

裁定がなされた場合でも、ＴＳＣの放送番組の著作隣接権と自社制作番

組が保有する著作権についてＴＳＣが許諾をするものではなく、著作権

5 



法上の諸問題は残り、有線テレビジョン放送事業者との間で問題解決の

必要がある。 

 

エ ＴＳＣは、平成５年にも高知ケーブルテレビ（株）からの大臣裁定を

受けており、裁定の判断基準として、第１０４回通常国会衆議院逓信委

員会（昭和６１年）において政府答弁している、いわゆる「５基準」に

ついては充分承知している。今回の意見書提出にあたってＴＳＣの同意

しない理由は、「５基準」に合致しないことも承知している。ＴＳＣの放

送を再送信する有線テレビジョン放送事業者によって、ＴＳＣの放送意

図が阻害ないしは歪曲されることを懸念しているわけではない。また、

有線テレビジョン放送事業者の経営状態や技術水準に疑念を持っている

わけでもない。逆に有線テレビジョン放送事業者は規制緩和によってそ

の事業規模を大きく拡大してきており、有線テレビジョン放送が零細な

事業であった時代には見過ごされてきた問題が今は無視できないものに

なってきている。 

今回、意見書として提出した不同意の理由は「５基準」には該当しな

いかもしれない。しかし、今後有線テレビジョン放送事業者の経営規模

が拡大していくにつれ、ＴＳＣが指摘した問題がより一層重大な問題と

なっていくことは間違いないものと考える。 

 

オ 今回の裁定申請に至るまでの間、ＴＳＣと申請者との間でこの再送信

問題について真摯に協議を行い、双方の意見を交換してきた。この問題

の複雑牲、重要性にかんがみ、ＴＳＣとしては慎重に対応し、今後とも

協議を重ねていく予定だった。 

裁定申請にあたって、有線テレビジョン放送事業者は申請理由として

法令順守をあげている例がある。もし法令順守を行うのであれば、まず

同意無き再送信を先に中止し、その上で協議を行うべきと考える。そう

したこともなく、今回一方的に協議を打ち切り、大臣裁定を申請された

ことは、大変遺憾に感じている。 

 

カ 平成１９年７月３０日午前１０時から、広島県三原中継局より株式会

社テレビ新広島（以下「ＴＳＳ」という。）が、デジタル２３チャンネル

でデジタル試験放送を開始した。その後、平成１９年８月９日に本放送

に移行している。この頃より、広島県尾道市でＴＳＣが金甲山から送信

しているアナログ２３チャンネルを受信している視聴者から、受信障害

の報告がＴＳＣに入りはじめ、平成１９年８月２４日には、申請者の加
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入者から、ＴＳＣの放送が綺麗に見られなくなったとの苦情が寄せられ

た。以上から、当該地区で同一チャンネルによるデジタル波とアナログ

波の混信の発生が明らかであり、申請者の受信点でもＴＳＣの放送受信

が出来なくなるという事象が発生している。この状況は、放送サービス

の品質が適正でないことを表し、同意しないことの正当な理由（第１０

４回国会・衆議院・逓信委員会における５つの基準）に当たると考える。

以上から申請者に再送信を認めることに問題がある。 

以上のようにデジタル２３チャンネルが広島県の尾道市、三原市に免

許され放送が開始されたが、国の放送普及基本計画によって、ＴＳＣの

アナログ２３チャンネルに障害が生じ、見えなくなることが予測されて

いた。また、それら本障害については、国のアナログ周波数変更対策上

は、広島県の放送事業者とは異なる広島県外の電波であり、視聴者保護

の対象とはしないという方針で総務大臣指定の指定周波数変更対策機関

のコールセンターでは対応が行われている。こうした方針を一般受信者

に説明している一方で、同一地区の有線テレビジョン放送事業者の見え

なくなった放送の区域外再送信を認めることは、一般視聴者の理解を得

られるだろうか。以上からも再送信を認めることに問題がある。 

 

  キ 平成１９年９月１２日付で、申請者から、当該地区において、ＴＳＣ

のアナログ２３チャンネルとＴＳＳのデジタル２３チャンネルの混信解

消をはかるため再送信する放送局の変更申請が提出された。しかし、再

送信する放送局を変更しても当該地区のこうした混信状況がチャンネル

プランに沿って改善されたわけではなく、有線テレビジョン放送事業者

が単独で対策を行ったにすぎない。 

今後、デジタル放送が全国であまねく普及していく中で、もし、大臣

裁定によって有線テレビジョン放送事業者による区域外再送信が認めら

れたとしても、ＴＳＣの区域外において、地上波の新たな中継局に免許

が交付され、放送を開始して行く中で、同様の事態が発生したとき、今

回のように、受信施設の改善がはかられ、有線放送の視聴者は今までど

おりの視聴ができたとしても、一般視聴者の受信障害は解決されず、不

公平なこととなるのではないか。この点からも区域外再送信を認めるこ

とについては問題がある。 

 

  ク 三原市に旧本郷町及び旧久井町（平成１７年３月に三原市と合併）を

エリアとして三原市が管理、運営を行っている三原市ケーブルネットワ

ークという有線テレビジョン放送施設がある。申請者はこの施設の開設
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当初より、この施設を使用して申請者の多チャンネルサービスを行って

おり、その中でＴＳＣの放送も再送信を行っている。 

    ＴＳＣに対して、これまで申請者からこの地区での再送信について同

意の申し入れはされたことはない。また、今回の裁定申請においても、

申請者から「再送信を行なおうとする区域」としてこの地区の再送信は

申請されていない。 

申請者のサービスエリアについて、同意を得ないまま再送信を行なう

だけでなく、自治体が管理、運営する有線テレビジョン放送施設など他

の施設を利用して同意を得ない再送信を行なうことは、問題があるので

はないか。こうしたことが認められれば、今後自治体の有線テレビジョ

ン放送施設などを利用して、再送信の範囲が大きく拡大していくことが

予想される。この件について平成１９年９月２７日に申請者に対し、三

原市ケーブルネットワークでのＴＳＣの放送の再送信を中止するよう求

めた。 

 

（２）協議の経過 

ＴＳＣは、平成１８年１２月から平成１９年５月まで７回にわたり、協

議を行った。 

 

３ 判断 

テレビジョン放送の再送信を放送事業者の同意に係らしめている法第１３条

第２項の趣旨は、有線テレビジョン放送事業者の再送信という行為によって放

送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されるという事態を防止し、もって

放送秩序の維持を図るため、放送事業者に再送信の方法等をチェックさせるこ

とにより両者の間で調整を行わせ、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪

曲されることのないよう担保するところにある。 

 したがって、再送信によって放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲さ

れる場合には、法第１３条第５項の同意をしないことにつき正当な理由がある

場合に該当するところ、当該放送事業者には、再送信によって放送の意図が害

され、又は歪曲されるという具体的事実を立証することが求められている。 

 ついては、以下において、ＴＳＣが再送信の同意をしない理由について、再

送信によって放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわしめる具体

的事実の有無を判断する。 

 

（１）県域免許における区域外であるため、放送責任が負えないこと等を理由

に再送信に係る同意をしないことについて 
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ＴＳＣの主張は、２（１）アのとおりである。しかしながら、この主張

には、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわ

しめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意しない

正当な理由とは認められない。 

  

（２）情報格差の有無を理由に再送信に係る同意をしないことについて 

   ＴＳＣの主張は、２（１）イのとおりである。しかしながら、この主張

には、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわ

しめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意しない

正当な理由とは認められない。 

 

（３）著作権処理に問題があるということを理由に再送信に係る同意をしない

ことについて 

ＴＳＣの主張は、２（１）ウのとおりである。しかしながら、法第１３

条第２項の同意と著作権法上の許諾は、そもそも別の法律に基づく制度で

あり、裁定にあたって勘案する必要はない。著作権法上の問題は、別途著

作権法の規定に従って解決されるべきである。したがって、この主張には、

放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわしめる

具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意しない正当な

理由とは認められない。 

 

（４）有線テレビジョン放送事業者の事業規模が拡大するにつれ、指摘した問

題が一層重大になることを理由に再送信に係る同意をしないことについて 

ＴＳＣの主張は、２（１）エのとおりである。しかしながら、この主張

には、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわ

しめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意しない

正当な理由とは認められない。 

 

（５）協議の継続を一方的に打ち切り、裁定の申請をしたことを理由に再送信

に係る同意をしないことについて 

   ＴＳＣの主張は、２（１）オのとおりである。しかしながら、この主張

には、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわ

しめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意しない

正当な理由とは認められない。なお、中国総合通信局においては、申請後、

申請者及びＴＳＣ双方に対して、当事者間による協議ではこれ以上の進展

は期待できないものと直接確認している。 
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（６）他社のデジタル放送とＴＳＣのアナログ放送との混信による受信障害を

理由に再送信に係る同意をしないことについて 

ＴＳＣの主張は、２（１）カのとおりである。電波の受信状況が悪いた

め、良質な再送信が期待できず、そのことによって放送事業者の放送の意

図が害される場合は、放送事業者が、再送信に同意しないことにつき正当

な理由があることとなる。しかしながら、申請者は、本障害を改善するた

めに、既に受信点の変更を行っているところであり、変更後の受信点から

放送された番組の映像及び音声は実用に供しうるものであって、放送の意

図が害されることはないと認められる。したがって、この主張には、放送

事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわしめる具体

的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意しない正当な理由

とは認められない。 

 

（７）同一地区において有線テレビジョン放送事業者の視聴者のみ視聴可能で

あることが、一般視聴者の理解が得られないことを理由に再送信に係る同

意をしないことについて 

ＴＳＣの主張は、２（１）カ及びキのとおりである。しかしながら、こ

の主張には、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをう

かがわしめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意

しない正当な理由とは認められない。 

 

（８）同意の申し入れをされていない地域でＴＳＣの放送を行っていることを

理由に再送信に係る同意をしないことについて 

ＴＳＣの主張は、２（１）クのとおりである。しかしながら、申請者は、

同意が得られていない業務拡張区域については、現在、再送信を停止して

いるところである。また、当該地区は本申請における再送信の業務を行お

うとする区域にも含まれていない。したがって、この主張には、放送事業

者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわしめる具体的事

実が指摘されているとは言えず、再送信に同意しない正当な理由とは認め

られない。 

 

４ 結論 

以上のとおり、ＴＳＣが、申請者に対し、同社の岡山標準テレビジョン放送

局の放送（デジタル放送を除く。）の再送信に係る同意をしないことにつき正当

な理由があると認めるに足る事実は存在しない。よって、主文のとおり裁定す
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る。 
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